
　

人
の
第
一
印
象

は
出
会
っ
て
数
秒

で
決
ま
る
、
と
い

う
言
葉
を
耳
に
し

た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
米
国
の

心
理
学
者
ア
ル
バ

ー
ト
・
メ
ラ
ビ
ア

ン
が
１
９
７
１
年

に
行
っ
た
「
メ
ラ
ビ
ア
ン
の
法

則
」
が
有
名
で
す
。
第
一
印
象

は
出
会
っ
て
数
秒
で
決
ま
る
▼

要
素
は
「
視
覚
55
％
、
聴
覚
が

38
％
、
言
語
が
７
％
」
の
割
合

で
「
７-

38-

55
の
ル
ー
ル
」
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
▼
視
覚
に
つ

い
て
は
、
相
手
の
態
度
や
表
情
、

目
線
や
仕
草
と
い
っ
た
外
見
か

ら
受
け
取
る
情
報
が
大
半
を
占

め
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｏ
に
応
じ
て
服
装

や
髪
型
を
整
え
る
だ
け
で
も
、

相
手
の
受
け
取
る
印
象
が
変
わ

り
ま
す
▼
聴
覚
は
、
相
手
が
話

し
て
い
る
声
の
ト
ー
ン
や
話
す

速
さ
、
話
し
方
か
ら
得
ら
れ
る

情
報
で
、
第
一
印
象
は
38
％
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
２
つ
の

要
素
だ
け
で
第
一
印
象
の
う
ち

９
割
以
上
は
非
言
語
の
情
報
が

占
め
て
い
ま
す
▼
職
場
内
で
も

人
と
い
か
に
接
す
る
か
と
い
う

観
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
印
象

が
重
要
と
な
り
ま
す
。
労
働
組

合
で
は
、
仲
間
を
作
る
活
動
も

し
て
お
り
、
垣
根
を
超
え
た
世

代
と
の
交
流
も
あ
り
安
心
し
て

仲
間
と
社
会
人
生
活
を
過
ご
し

て
ほ
し
い
で
す
。
職
場
の
先
輩

か
ら
労
働
組
合
加
入
の
声
か
け

を
促
進
し
、
加
入
に
繋
げ
て
い

た
だ
き
一
緒
に
活
動
し
て
欲
し

い
で
す
。
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県
職
労
は
６
月
１
日
、
定
期
大
会
を
開
催
し
、
２
０

２
４
年
度
運
動
方
針
を
議
論
す
る
。
昨
年
度
の
運
動
の

到
達
点
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
「
み
ん
な
で
討
論
、

み
ん
な
で
決
定
、
み
ん
な
で
行
動
」
す
る
運
動
の
強

化
・
拡
大
を
図
り
、
職
場
実
態
点
検
や
組
合
員
と
の
討

論
を
通
じ
て
職
場
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
中
で
「
譲
れ

な
い
要
求
」
を
積
み
上
げ
、
要
求
の
実
現
に
向
け
て
一

人
一
人
が
積
極
的
に
結
集
す
る
組
織
づ
く
り
を
め
ざ

す
。
そ
の
た
め
の
運
動
方
針
を
提
起
し
、
代
議
員
の
討

論
に
よ
る
方
針
の
補
強
を
め
ざ
す
。

　

県
職
労
は
５
月
21
日
、
人
事

課
か
ら
在
宅
勤
務
拡
大
に
関
す

る
提
案
及
び
交
渉
要
請
を
受
け

て
、
人
事
課
総
括
課
長
交
渉
を

行
っ
た
。

　

県
職
労
は
、
不
在
の
職
員
の

仕
事
を
カ
バ
ー
で
き
、
在
宅
勤

務
を
含
む
諸
制
度
を
普
段
か
ら

利
用
で
き
る
職
場
改
善
策
を
今

後
示
す
よ
う
強
く
求
め
た
う
え

で
、
在
宅
勤
務
拡
大
に
は
反
対

し
な
い
こ
と
と
し
た
。

　

今
後
、
在
宅
勤
務
制
度
の
運

▲回答する内城人事課総括課長

《
①
組
織
強
化
》

み
ん
な
で
つ
く
る
県
職
労
運
動

　

運
動
の
原
点
は
「
職
場
」
で

あ
り
、
働
く
こ
と
で
し
か
生
活

で
き
な
い
労
働
者
に
と
っ
て
、

職
場
改
善
は
重
要
。
県
職
労
全

体
の
取
り
組
み
を
進
め
る
た
め

分
会
・
支
部
体
制
の
早
期
確
立

を
め
ざ
す
。

加
入
促
進

　

日
常
的
な
職
場
で
の

声
か
け
に
加
え
、
分
会

の
集
ま
り
、
青
年
婦
人

部
又
は
職
能
評
協
議
会

で
の
声
か
け
等
を
通
じ
、

分
会
・
支
部
・
本
部
一

体
と
な
っ
て
、
粘
り
強

く
加
入
促
進
に
取
り
組

ん
で
い
く
。

　

（
仮
称
）
オ
ー
バ
ー

エ
イ
ジ
連
絡
会
の
設
立

に
取
り
組
み
、
設
立
後

の
活
動
を
通
じ
、
再
任
用
職
員

が
組
合
加
入
の
意
義
を
実
感
で

き
る
運
動
を
つ
く
る
。

職
能
評
協
議
会
の
活
動
強
化

　

職
種
毎
に
組
織
さ
れ
る
各
評

協
議
会
の
主
体
的
な
運
動
実
践

を
前
提
と
し
つ
つ
、
職
域
で
の

課
題
の
共
有
、
独
自
要
求
書
作

成
、
主
管
室
課
へ
の
独
自
要
求

交
渉
な
ど
の
一
連
の
要
求
・
交

渉
サ
イ
ク
ル
の
構
築
を
進
め
る
。

《
②
賃
金
・
労
働
条
件
改
善
・
生
活
向
上
》

賃
金
・
諸
手
当
改
善

　

勤
務
意
欲
を
維
持
で
き
る
賃

金
改
善
や
、
若
年
層
の
初
任
給

改
善
（
初
任
給
格
付
改
善
を
含

む
）
、
昇
給
・
昇
格
運
用
の
改

善
等
の
要
求
を
掲
げ
、
各
闘
争

を
取
り
組
む
。
ま
た
、
通
勤
手

当
、
住
居
手
当
の
改
善
を
求
め

て
い
く
。

給
与
制
度
見
直
し

　

人
事
院
に
お
い
て
検
討
が
進

め
ら
れ
て
い
る
「
社
会
と
公
務

の
変
化
に
応
じ
た
給
与
制
度
の

整
備
」
に
関
し
、
動
向
を
注
視

し
、
問
題
点
を
学
習
し
、
更
な

る
生
涯
賃
金
削
減
に
反
対
す
る

運
動
を
展
開
し
て
い
く
。

働
き
方
改
革
課
題

　

働
き
方
改
革
は
十
分
な
労
使

交
渉
・
協
議
を
前
提
と
さ
せ
、

職
員
に
業
務
負
荷
や
負
担
を
押

し
付
け
な
い
よ
う
求
め
て
い
く
。

　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
検

証
を
求
め
、
拡
大
試
行
の
２
０

２
５
年
か
ら
の
本
格
実
施
を
念

頭
に
、
運
用
上
の
不
具
合
等
に

つ
い
て
改
善
を
求
め
て
い
く
。

　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度

の
運
用
状
況
を
検
証
し
、
長
時

間
労
働
の
解
消
に
向
け
て
、
必

要
な
対
応
を
求
め
て
い
く
。

《
③
権
利
向
上
》

権
利
拡
大
・
民
主
化

　

権
利
の
完
全
行
使
・
履
行
を

追
求
す
る
。
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
（
カ
ス
ハ
ラ
）
の
実

態
を
点
検
し
、
改
善
を
図
る
。

　

労
働
基
本
権
の
確
保
に
向
け

た
学
習
、
県
職
労
顧
問
弁
護
士

と
の
連
携
・
協
力
を
行
う
。

長
時
間
労
働
是
正

　

時
間
外
労
働
・
深
夜
勤
務
・

休
日
勤
務
の
「
実
時
間
」
把
握

に
よ
り
、
超
過
勤
務
手
当
の
支

給
状
況
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

隠
れ
超
勤
を
一
掃
し
、
完
全
支

給
と
な
る
よ
う
予
算
の
確
保
に

向
け
た
要
求
・
交
渉
を
強
化
す

る
。
36
協
定
の
理
解
を
深
め
る

た
め
、
対
象
職
場
を
中
心
に
学

習
の
場
を
設
け
、
職
場
で
遵
守

す
る
取
組
を
行
う
。

《
④
人
員
確
保
》

人
員
要
求

　

分
会
基
礎
調
査
を
基
に
、
職

場
ご
と
職
種
ご
と
の
丁
寧
な
人

員
配
置
状
況
の
分
析
を
行
い
な

が
ら
、
根
拠
を
も
っ
た
人
員
要

求
を
行
う
。
欠
員
状
況
を
常
に

明
ら
か
に
さ
せ
、
欠
員
や
慢
性

的
な
人
員
不
足
の
早
期
補
充
を

求
め
る
。

《
⑤
民
主
的
な
地
方
自
治
確
立
》

制
度
・
政
策
要
求

　

２
０
２
５
年
７
月
予
定
の
参

議
院
議
員
選
挙
比
例
代
表
に
つ

い
て
、
県
職
労
で
も
既
に
推
薦

決
定
し
た
自
治
労
組
織
内
「
岸

ま
き
こ
」
の
必
勝
に
向
け
、
組

合
員
等
の
支
持
拡
大
に
全
力
を

挙
げ
る
。

用
状
況
を
検
証
す
る
と
と
も
に

人
員
確
保
を
は
じ
め
と
す
る
職

場
改
善
の
要
求
を
進
め
て
い
く
。

《
在
宅
勤
務
拡
大
提
案
の
概
要
》

・
職
員
の
希
望
・
申
告
を
前
提

に
、
管
理
者
が
総
合
勘
案
し
可

否
判
断

・
１
人
で
行
え
る
作
業
を
１
日

分
用
意
し
、
在
宅
勤
務
終
了
後
、

管
理
者
が
遂
行
を
確
認

・
１
日
の
在
宅
勤
務
は
７
時
間

45
分
が
上
限
（
在
宅
で
の
超
過

勤
務
不
可
）

・
職
場
で
勤
務
す
る
職
員
の
負

担
を
最
小
限
と
す
る
た
め
、
在

宅
勤
務
は
原
則
週
１
日
ま
で

・
今
年
６
月
か
ら
拡
大
施
行

《
交
渉
の
主
な
内
容
》

１　

基
本
的
な
考
え
方

（
組
合
）
「
休
め
る
環
境
づ
く

り
」
を
先
に
す
べ
き
。
要
件
拡

大
の
理
由
は
。

（
人
事
課
）
多
様
な
働
き
方
は

基
本
的
に
全
職
員
に
推
進
す
べ

き
。
職
員
確
保
の
観
点
も
重
要
。

他
県
で
在
宅
勤
務
の
対
象
者
限

定
は
３
県
の
み
。
国
・
他
県
と

の
均
衡
を
図
る
こ
と
等
を
勘
案
。

２　

そ
も
そ
も
の
労
働
環
境
改
善

（
組
合
）
今
回
の
提
案
は
超
勤

縮
減
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
安

心
し
て
制
度
利
用
で
き
る
職
場

改
善
を
行
う
べ
き
。

（
人
事
課
）
制
度
導
入
と
職
場

環
境
整
備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
取
組

が
必
要
。
欠
員
解
消
、
超
勤
縮

減
に
取
り
組
む
。

３　

欠
員
の
状
況

（
組
合
）
職
場
で
の
必
要
人
員

不
足
が
、
在
宅
勤
務
運
用
で
も

一
番
の
ネ
ッ
ク
。
４
月
時
点
の

欠
員
状
況
を
示
し
て
ほ
し
い
。

（
人
事
課
）
定
年
引
上
げ
対
象

職
員
の
退
職
者
増
も
あ
り
、
２

０
２
４
年
４
月
時
点
で
欠
員
は

20
人
。
そ
の
他
、
能
登
半
島
地

震
の
中
長
期
派
遣
も
あ
り
、
感

謝
す
る
。
来
年
度
は
、
今
年
度

を
大
き
く
上
回
る
採
用
を
予
定
。

▲昨年度の定期大会のようす

▲交渉に臨む県職労交渉団

県
職
連
合
第
36
回
・
県
職
労
第
１
３
２
回
定
期
大
会

み
ん
な
で
討
論
・
決
定
・
行
動
を

運動方針の
ポイント

制
度
使
え
る
職
場
づ
く
り
を

在
宅
勤
務
拡
大 

人
事
課
総
括
課
長
交
渉

―
―
―
 

今
年
度
当
初
欠
員
20
人
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４
月
17
日
、
会
計
年
度
職
員

の
学
習
会
を
開
催
。

　

「
会
計
年
度
任
用
職
員
の
処

遇
改
善
に
つ
い
て
」
昨
年
度
の

成
果
に
つ
い
て
説
明
を
し
た
。

　

月
例
給
は
、
若
年
層
に
重
点

を
置
き
つ
つ
も
全
年
齢
層
の
引

き
上
げ
と
な
り
、
４
月
に
遡
及

し
て
差
額
が
支
給
さ
れ
た
。
こ

れ
ま
で
の
間
、
ボ
ー
ナ
ス
は
期

末
手
当
の
み
の
支
給
だ
っ
た
が
、

今
年
か
ら
は
、
期
末
手
当
・
勤

勉
手
当
の
合
計
額
が
支
給
さ
れ

る
。

　

制
度
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

常
勤
職
員
の
扱
い
と
の
均
衡
を

踏
ま
え
て
定
め
る
必
要
が
あ
り
、

成
績
率
は
、
人
事
評
価
の
結
果

反
映
の
た
め
、
評
価
に
よ
っ
て

支
給
率
が
変
動
す
る
。

　

ま
た
、
今
年
度
か
ら
夏
季
休

暇
の
取
得
時
期
が
６
月
か
ら
10

月
ま
で
の
期
間
に
拡
大
し
た
。

夏
に
繁
忙
期
に
な
る
職
員
も
休

暇
が
取
得
で
き
る
よ
う
、
心
身

の
健
康
増
進
や
家
庭
生
活
の
充

実
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

釜
石
支
部
で
は
、
毎
年
学
習

会
を
開
催
す
る
流
れ
が
確
立
さ

れ
て
お
り
、
今
後
も
労
働
条
件

等
に
つ
い
て
継
続
し
、
学
習
会

を
開
催
し
て
い
く
。

　

学
習
を
通
し
て
組
合
に
加
入

を
し
て
く
れ
る
仲
間
が
増
え
て

い
ま
す
。
他
の
支
部
で
も
是
非

学
習
会
を
開
催
し
て
く
だ
さ
い
。

　

夏
季
休
暇
に
つ
い
て
は
、
夏

季
が
繁
忙
期
に
あ
た
る
職
員
等
、

７
月
〜
９
月
の
夏
季
休
暇
取
得

可
能
期
間
中
に
十
分
に
取
得
で

き
な
い
状
況
が
あ
り
、
県
職
労

で
取
得
可
能
期
間
の
拡
大
を
要

求
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
今

年
か
ら
取
得
可
能
期
間
が
２
か

月
間
拡
大
し
、
６
月
〜
10
月
の

期
間
で
取
得
可
能
と
な
っ
た
。

　

夏
季
休
暇
は
、
職
員
の
権
利

で
す
。
計
画
的
に
取
得
し
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
し
ま
し
ょ
う
！

　
　
　
　
　
　

５
月
11
日
に

盛
岡
支
部
、
12
日
に
県
庁
支

部
で
、八
幡
平
市
「
彩
花
園
」

に
て
、
い
ち
ご
狩
り
交
流
会

を
開
催
し
た
。
多
く
の
組
合

員
と
そ
の
家
族
が
参
加
し
、

「
さ
が
ほ
の
か
」、「
紅
ほ
っ

ぺ
」、「
か
お
り
野
」、「
お
い

Ｃ
ベ
リ
ー
」
の
４
種
類
の
い

ち
ご
を
楽
し
み
ま
し
た
。

▲釜石支部での会計年度任用職員学習会のようす

▲5.11に行われた盛岡支部での交流会のようす

▲5.12に行われた県庁支部での交流会のようす

参加者の声

参加者の声

第 35 回反核・平和の火リレー開催
平和の灯をリレーでつなぎ、走ります！

※積立金額例は、作成日現在の予定利率等にもとづき試算したものです。なお、予定利率等は将来変更することがありますので、将来の支払額を約束するものではありません。
　在職中の積立期間が月払の場合は5年未満のとき、半年払の場合は4年未満のとき、積立金（解約返戻金）が掛金累計を下回ります。
※長期共済と税制適格年金は、団体生命共済とあわせて加入することで、在職中の保障と退職後の保障を一括で準備できるプランをご案内しています。

退職後のための積み立て

年金専用の積み立てタイプの共済 ！年金専用の積み立てタイプの共済 ！

今から始める、未来の自分へのプレゼント

積み立ては「早め」が効果的！

例：月払5,000円コースに
　  加入の場合

退職後の年金給付のために積み立てをする
制度です。他にも、終身の医療給付、遺族（死
亡）給付の用意があります。退職後の安心の
ために、今から積み立てを始めましょう。

退職後の保障が必要ないときは、これ
までの積立金を「解約返戻金」として
受け取ることもできるので、気軽に始
めることができます！

積立期間を長くするだけで、積立金にこれだけの差がでます。

月　払：   5,000円コース or 10,000円コース
半年払：30,000円コース or 60,000円コース

今から始めて賢く積み立て！今から始めて賢く積み立て！
月払：1口3,000円　半年払：1口18,000円
限度口数：月払と半年払あわせて50口まで

（単位：円）●月払：１口3,000円あたり

 5 年

１０年

2０年

３０年

40年

積立
年数 掛金累計 返戻率

180,000

360,000

720,000

1,080,000

1,440,000

180,700

372,000

789,100

1,256,700

1,781,000

100.4％
103.3％
109.6％
116.4％
123.7％

積立金
（解約返戻金）

（単位：円）●半年払：１口18,000円あたり

 5 年

１０年

2０年

３０年

40年

積立
年数 掛金累計 返戻率

180,000

360,000

720,000

1,080,000

1,440,000

181,100

372,900

791,000

1,259,700

1,785,200

100.6％
103.6％
109.9％
116.6％
124.0％

積立金
（解約返戻金）

今すぐ
始めた方がお得！

毎月3,000円×40年
積み立てた場合細く長く

毎月6,000円×20年
積み立てた場合

太く短く

個人年金保険料控除は所得税3.5万円と住民税2.8万円の所得控除が受けられます。
仮に所得税率10％、住民税率10%とすると、個人年金保険料控除だけで年6,300円の税金が
軽減されることになります。

わたしは
はじめから
3,000円で♪

はじめは
積み立てしなくて
いいや…

毎月3,000円×40年

掛金累計
144万円

積立金
178.1万円

34.1万円のプラスα

プラスα 123.7%返戻率
（積立金÷掛金累計）

掛金累計

プラスα

毎月6,000円×20年 13.8万円のプラスα

109.6%返戻率
（積立金÷掛金累計）

積立金

157.8万円144万円

支払った掛金は同じ
144万円でも

受け取れる積立金は…

20万円以上
の差！！！

ここが安心

在職中の掛金は「個人年金保険料控除」の対象となり、節税効果も見込めます

※左記は試算であり、実
際の節税額はその他
の条件により異なる
場合があります。

3.5万円 × 10% + 　　2.8万円 × 10% = 年6,300円所得税 住民税

【月払の例】

退職までの長い時間を活用して「細く長く」がオススメ

不明な点があれば、まずは組合にご連絡ください。契約にあたってはパンフレットをご覧ください。

「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生協
として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組
合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを
目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を払
い込んで居住地または勤務地(先)の共済生協の組合員
となることで各種共済制度をご利用いただけます。

https://www.zenrosai.coop/contact/zenkoku/jichiro/H P

自治労共済推進本部岩手県支部
電話：019-656-8277

　平和友好祭運動の取り組みの１つとして６月７日（金）～９日（日）にかけて
第35回反核・平和の火リレーが開催されます。

6月7日（金）

6月8日（土）

6月9日（日）

二戸市堀野近隣公園～二戸地区～
盛岡紫波地区～やはぱーく
徳丹城跡～盛岡紫波地区～花巻
地区～北上地区～金ケ崎町役場
金ケ崎町役場～胆江地区～一関
地区～一ノ関駅前

　広島平和公園にある平和の灯をトーチに掲げ、「核のない平和な社会の実現」「平和行政の推進」
などを訴えながら、岩手県内を3日間かけてリレーでつなぎ、縦断する取組みです。

　左記のコースを平
和の灯をトーチに掲
げ、リレーでつなぎ、
走りますので、沿道
で見かけた際は声援
をお願いします。

コ
ー
ス

反核・平和の火リレーとは？

み
ん
な
で
学
習
・
み
ん
な
で
復
習

会
計
年
度
任
用
職
員
学
習
会
を
開
催

釜
石
支
部

真っ赤ないちごみいつけた！
県庁・盛岡支部でいちご狩り交流会を開催

　

例
年
に
比
べ
大
き
な
い

ち
ご
が
多
く
、
「
１
０
０

個
以
上
食
べ
た
！
」
と
娘

も
大
満
足
で
し
た
。

　

初
め
て
参
加
し
ま
し

た
が
、
と
て
も
楽
し
か

っ
た
。
ま
た
参
加
し
た

い
で
す
。

『
夏
季
休
暇
』
取
得
可
能
期
間

　
　
　
　
　
６
月
〜
10
月
に
拡
大
！

～2023．12．31

2024．1．1～

週休日等を除く原
則として連続する
5日の範囲内
週休日等を除く原
則として連続する
5日の範囲内

7月1日～
　　9月3 0日

取得可能期間 備　考

6月1日～
　　10月31日

山中法律事務所

山中  俊介 弁護士

　県職労総合共済では、組合員と家族の生活支援及び不安解消のため、顧問
弁護士による無料法律相談事業を実施し、１事案につき初回に限り、無料で
法律相談を受けられる仕組みを設けています。

※無料となるのは初回相談のみです。継続的な相談
や具体の対応に関する費用は、相談者の負担とな
ります。

①「法律相談を受けたい」旨、県職労本部へご連
絡ください。
　（相談案件を確認するもので、詳細内容をお話
いただく必要はありません）
②県職労本部から弁護士へ相談の連絡をします。
③相談者から直接弁護士へ相談いただきます。

相談の流れ

無料法律相談事業のお知らせ
県職労総合共済


